
障害者差別解消法改正の周知状況について
資料１

１．周知のねらい
・障害者差別解消法の改正の重点項目である、事業者による合理的配慮の提供の義務化についてお知らせする。
・合理的配慮とは何か、どんな配慮をしたらよいかという配慮事例の紹介。
→配慮を行うイメージをつけていただく。

・事業者が対応に困った際に、相談できる先をお知らせする。

２．周知先
・令和４年度の周知のターゲットとしては、市内で商いをしている方で、日頃からあまり障害のある方と接する機会は少ない事業者。（障害のあ

る方と接する機会は少ないが、障害のある方にとっては日常生活で利用することが多い場所）

３．周知の実績

№ 周知先 時期 方法

１ さいたま商工会議所 Ｒ４．８ 訪問によりご説明

２ 大宮東口商店街連絡協議会 Ｒ４．９ 役員会に出席し、ご説明

３ 市内商店会（１５７か所、代表者様宛） Ｒ４．９ 郵送によりチラシ配布

４ 市内飲食店（西区・北区・岩槻区 計2,156店舗） Ｒ４．８ 郵送によりチラシ配布

５ 市内あはき・柔整施術所（1,140か所） Ｒ４．１２ 郵送によりチラシ配布

６ 市内医療機関 Ｒ４．６ 医師会、歯科医師会経由でチラシ配布

７ 【現在準備中】市内コンビニ 年度内 郵送によりチラシ配布



４．配布チラシ等

合理的配慮の提供支援に係る補助金 チラシ



４．配布チラシ等

障害者差別解消法改正に関する チラシ


